
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針は廃止されました。（令和５年

５月８日）。 

 

〇新型コロナウイルス感染症（COVID－19）について、感染症の予防及び感染症の患者に

対する医療に関する法律（平成 10 年法律第 114 号）第 44 条の２第３項の規定に基づ

き、厚生労働大臣から、令和５年５月７日をもって同法の新型インフルエンザ等感染症

と認められなくなる旨が公表され、これに伴い、同月８日に同法の５類感染症に位置付

けられることとなった。 このため、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方

針」（令和３年 11 月 19 日新型コロナウイルス感染症対策本部決定）は、令和５年５

月８日に廃止する。 

（https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_r_050427.pdf）  

 

○新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩＤ－１９）に係る新型インフルエンザ等感染症

から５類感染症への移行について 

（https://www.mhlw.go.jp/content/001091810.pdf） 
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